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水道法施行令（昭和三十二年政令第三百三十六号）（抄）

○水道法施行令（昭和三十二年政令第三百三十六号）（抄）

（傍線の部分は改正部分）

改正案 現行

　（専用水道の基準） 　（専用水道の適用除外の基準）

第一条　水道法（以下「法」という。）第三条第六項ただし書に規定する

政令で定める基準は、次のとおりとする。

第一条　水道法（以下「法」という。）第三条第六項ただし書に規定す

る政令で定める基準は、次のとおりとする。

　一　（略） 　一　（略）

　二　水槽の有効容量の合計　百立方メートル 　二　水槽(そう)の有効容量の合計　百立方メートル

２　法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用

その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立

方メートルであることとする。

　

　（簡易専用水道の適用除外の基準） 　（簡易専用水道の適用除外の基準）

第二条　（略） 第一条の二　（略）

　（水道施設の増設及び改造の工事） 　（水道施設の増設及び改造の工事）

第三条　（略） 第二条　（略）

　（布設工事監督者の資格） 　（布設工事監督者の資格）

第四条　（略） 第三条　（略）

２　（略） ２　（略）

　（給水装置の構造及び材質の基準） 　（給水装置の構造及び材質の基準）

第五条　（略） 第四条　（略）

２　（略） ２　（略）

　 　

　（水道技術管理者の資格） 　（水道技術管理者の資格）

第六条　法第十九条第三項（法第三十一条及び第三十四条第一項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する政令で定める資格は、次のと

おりとする。

第五条　法第十九条第三項（法第三十一条及び第三十四条第一項

において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める資格は、

次のとおりとする。

一　第四条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる

資格を有する者

一　第三条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者た

る資格を有する者

二　第四条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校におい

て土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科

目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第一号に規

定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する

学校を卒業した者については六年以上、同項第四号に規定する学校を

卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者

二　第三条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校にお

いて土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する

学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条同

項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同条

同項第三号に規定する学校を卒業した者については六年以上、同

条同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

三・四　（略） 三・四　（略）

２　（略） ２　（略）

（業務の委託） 　

第七条　法第二十四条の三第一項（法第三十一条及び第三十四条第

一項において準用する場合を含む。）の規定による水道の管理に関す

る技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。

　一 　水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委

託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなけれ

ばならない業務の全部を一の者に委託するものであること。

　二 　給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつ

ては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に

関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
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　三 　次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成する

こと。

イ 　委託に係る業務の内容に関する事項

ロ 　委託契約の期間及びその解除に関する事項

ハ 　その他厚生労働省令で定める事項

第八条　法第二十四条の三第一項（法第三十一条及び第三十四条第

一項において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める要件

は、法第二十四条の三第一項の規定により委託を受けて行う業務を適

正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するもの

であることとする。

　

（受託水道業務技術管理者の資格） 　

第九条　法第二十四条の三第五項（法第三十一条及び第三十四条第

一項において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める資格

は、第六条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。

　

（水道用水供給事業者について準用する法の規定の読替え） 　

第十条　法第三十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおり

とする。

読み替える規定 読み替えられ

る字句

読み替える字句

第十九条第二項

第二号

第十三条第一

項

第三十一条において準用する第十

三条第一項

第十九条第二項

第四号

次条第一項 第三十一条において準用する次条

第一項

第十九条第二項

第五号

第二十一条第

一項

第三十一条において準用する第二

十一条第一項

第十九条第二項

第六号

第二十二条 第三十一条において準用する第二

十二条

第十九条第二項

第七号

第二十三条第

一項

第三十一条において準用する第二

十三条第一項

　

（専用水道の設置者について準用する法の規定の読替え） 　

第十一条　法第三十四条第一項の規定による技術的読替えは、次の

表のとおりとする。

読み替える規

定

読み替えられ

る字句

読み替える字句

第十九条第二

項第二号

第十三条第

一項

第三十四条第一項において準用する

第十三条第一項

第十九条第二

項第四号

次条第一項 第三十四条第一項において準用する

次条第一項

第十九条第二

項第五号

第二十一条

第一項

第三十四条第一項において準用する

第二十一条第一項

第十九条第二

項第六号

第二十二条 第三十四条第一項において準用する

第二十二条

第十九条第二

項第七号

第二十三条

第一項

第三十四条第一項において準用する

第二十三条第一項

　

　（国庫補助） 　（国庫補助）

第十二条　（略） 第六条　（略）

２　（略） ２　（略）

　 　

（手数料） 　（手数料）

第十三条　（略） 第六条の二　（略）

２　（略） ２　（略）



2017/9/25 ⽔道法施⾏令（昭和三⼗⼆年政令第三百三⼗六号）（抄） ｜厚⽣労働省

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kaisei/taisyo/sikourei.html 3/3

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話：03-5253-1111（代表）

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved.

　（都道府県の処理する事務） 　（都道府県の処理する事務）

第十四条　水道事業（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三

条第一項に規定する河川（以下この条において「河川」という。）の流水

を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事

業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業（以下この

条において「特定水源水道事業」という。）であつて、給水人口が五万人

を超えるものを除く。）に関する法第六条第一項、第九条第一項（第十

条第二項において準用する場合を含む。）、第十条第一項及び第三

項、第十一条、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二

十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第

三十七条、第三十八条、第三十九条第一項並びに第四十二条第一項

及び第三項（都道府県が当事者である場合を除く。）の規定による厚生

労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

第七条　水道事業（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第三

条第一項に規定する河川（以下この条において「河川」という。）の

流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水

供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業

（以下この条において「特定水源水道事業」という。）であつて、給水

人口が五万人を超えるものを除く。）に関する法第六条第一項、第

九条第一項（第十条第二項において準用する場合を含む。）、第十

条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十四条第二項及び第三

項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第

三十八条、第三十九条第一項並びに第四十二条第一項及び第三

項（都道府県が当事者である場合を除く。）の規定による厚生労働

大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

２　一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用 ２　一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用

水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項（第三十条第

二項において準用する場合を含む。）、第三十条第一項及び第三項、

第三十一条において準用する第十一条、第十三条第一項及び第二十

四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三

十七条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に

属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

水供給事業に関する法第二十六条、第二十九条第一項（第三十条

第二項において準用する場合を含む。）、第三十条第一項、第三十

一条において準用する第十一条及び第十三条第一項、第三十五

条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条

第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府

県知事が行うものとする。

３～７　（略） ３～７　（略）

　（管轄都道府県知事） 　（管轄都道府県知事）

第十五条　（略） 第八条　（略）

別表（第十二条関係）

一～五 （略） （略）

備考 （略）

別表（第六条関係）

一～五 （略） （略）

備考 （略）

○地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）（抄）

（傍線の部分は改正部分）

改正案 現行

　（関与の特例）
 

第百七十四条の四十二　指定都市がその事務を処理するに当たつて

は、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、水道法

施行令（昭和三十二年政令第三百三十六号）第十四条第一項の規定

により都道府県知事が行うこととされている水道法第三十六条の規定

による水道事業に関する都道府県知事の改善の指示等に関する規

定は適用せず、又は同令第十四条第三項の規定により都道府県知

事が行うこととされている同法第十条第一項の規定による都道府県

知事の水道事業の変更の認可は要しないものとする。

　（関与の特例）
 

第百七十四条の四十二　指定都市がその事務を処理するに当たつ

ては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、水道

法施行令（昭和三十二年政令第三百三十六号）第七条第一項の規

定により都道府県知事が行うこととされている水道法第三十六条の

規定による水道事業に関する都道府県知事の改善の指示等に関す

る規定は適用せず、又は同令第七条第三項の規定により都道府県

知事が行うこととされている同法第十条第一項の規定による都道府

県知事の水道事業の変更の認可は要しないものとする。
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